
第 60 回静岡市都市計画審議会 

次  第 
 

 

日 時  令和７ 年 10 月 24 日（ 金)  

午後２ 時 00 分から  

場  所  静岡市役所静岡庁舎 

本館３ 階 第１ 委員会室 

 

 

１  開  会 

 

２  都市局次長挨拶 

 

３  委員紹介 

 

４  会長の選出 

 

５  議  事 

第１ 号議案 静岡都市計画生産緑地地区の変更（ 静岡市決定）  

 

６  連絡事項及び情報提供 

  （ １ ） 第61回静岡市都市計画審議会の書面開催について（ 都市計画課）  

  （ ２ ） こ れから の地域公共交通について（ 交通政策課）  

  （ ３ ） 空き 家の対策と 利活用について（ 住宅政策課）  

 

７  閉  会 

 

① 



②
本館３ 階　 第１ 委員会室

敬称略

日本大学理工学部　 土木工学科 し ずおか女性の会

教授 会長

中　 村　 英　 夫 　 馬　 居　 喜　 代　 子

公益社団法人静岡県建築士会 静岡市議会議員

大　 石　 信　 之 　 風　 間　 重　 樹

静岡産業大学　 経営学部 静岡市議会議員

教授

小　 泉　  祐　 一　 郎 　 佐　 藤　 成　 子

静岡商工会議所 静岡市議会議員

常務理事・ 事務局長

松   下　 友   幸 　 丹　 沢　 卓　 久

静岡市農業協同組合 国土交通省 中部地方整備局長

代表理事専務 　 森　 本　 　 輝
永　 田　 喜　 雅　 （ 代理） 国土交通省　 中部地方整備局

 静岡河川事務所　 所長　 川嶋　 浩一

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 国土交通省 中部運輸局長

地域福祉部長 　 中　 村　 広　 樹
　 川　 島　 徹　 也 （ 代理） 国土交通省 中部運輸局 静岡運輸支局

 首席運輸企画専門官　 八木　 雅子

一般社団法人静岡県環境資源協会 静岡県交通基盤部長

部長代理 　 髙　 梨　 記　 成
  佐　 野　  浩　 聡 （ 代理） 静岡土木事務所

　 所長　 伊東　 信幸

清水港利用促進協会 静岡県警察本部 交通部長

常任理事 　 鈴　 木　 光　 弘
　 髙　 橋　 明　 彦 （ 代理） 交通部　 交通規制課

　 規制企画補佐　 藤田　 悟吏

静岡大学　 人文社会科学部　 法学科

教授

米　 谷　 壽　 代

し ずおか市消費者協会

会長

　 関　 本　 三　 枝　 子

【 欠席】

・ 宮原　 晃樹  委員（ 元静岡市都市局長）

・ 中村　 満　 委員（ 静岡市自治会連合会　 副会長）
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③

任期（ 第12期） ： 令和７ 年７ 月18日～令和９ 年７ 月17日

推薦団体・ 役職等

氏　 　 名

元静岡市都市局長

　 宮原　 晃樹（ ミ ヤハラ 　 コ ウ キ）

日本大学 理工学部 土木工学科　 教授

　 中村　 英夫（ ナカムラ 　 ヒ デオ）

公益社団法人静岡県建築士会

  大石　 信之（ オオイ シ　 ノ ブユキ）

静岡産業大学 経営学部　 教授

　 小泉　 祐一郎（ コ イ ズミ 　 ユウ イ チロ ウ ）

静岡商工会議所　 常務理事・ 事務局長

　 松下　 友幸（ マツ シタ 　 ト モユキ）  

静岡市農業協同組合　 代表理事専務

　 永田　 喜雅　 （ ナガタ 　 ヨ シマサ）  　

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会　 地域福祉部長

　 川島　 徹也（ カワ シマ　 テツ ヤ）  　

一般社団法人静岡県環境資源協会　 部長代理

　 佐野　 浩聡（ サノ 　 ヒ ロ アキ）

清水港利用促進協会　 常任理事

　 髙橋　 明彦（ タ カハシ　 アキヒ コ ）

静岡大学 人文社会科学部 法学科　 教授

　 米谷　 壽代（ マイ タ ニ　 ヒ サヨ ）

　 風間　 重樹（ カザマ　 シゲキ）

　 佐藤　 成子（ サト ウ 　 セイ コ ）

　 丹沢　 卓久（ タ ンザワ 　 タ カヒ サ）

国土交通省中部地方整備局長

　 森本　 輝（ モリ モト 　 アキラ ）

国土交通省中部運輸局長

　 中村　 広樹（ ナカムラ 　 ヒ ロ キ）

静岡県交通基盤部長

　 髙梨　 記成（ タ カナシ　 ノ リ シゲ）

静岡県警察本部交通部長

　 鈴木　 光弘（ ス ズキ　 ミ ツ ヒ ロ ）

静岡市自治会連合会　 副会長

　 中村　 満（ ナカムラ 　 ミ ツ ル）

し ずおか市消費者協会　 会長

　 関本　 三枝子（ セキモト 　 ミ エコ ）

し ずおか女性の会　 会長

　 馬居　 喜代子（ ウ マイ 　 キヨ コ ）

敬称略

市　 　 　 民

　 静岡市都市計画審議会委員名簿

区分 （ 分野）

学
　
　
識
　
　
経
　
　
験
　
　
者

都市計画

建　 　 築

産業経済

農　 　 業

福　 　 祉

環境衛生

港　 　 湾

法　 　 律

市議会議員

関係行政機関



 

 

 

 
 

 

静岡市都市計画審議会条例及び運営規程 
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○静岡市都市計画審議会条例 

平成15年4月1日 

条例第217号 

 

( 趣旨)  

第１ 条 こ の条例は、 都市計画法( 昭和43年法律第100号) 第77条の2第3項の規定に基づき 、

静岡市都市計画審議会( 以下「 審議会」 と いう 。 ) の組織及び運営に関し 必要な事項を定

める も のと する 。  

( 組織)  

第２ 条 審議会は、 委員20人以内をも って組織する 。  

( 委員)  

第３ 条 委員は、 次に掲げる 者のう ちから 、 市長が委嘱する 。  

( 1)  学識経験がある 者 

( 2)  市議会議員 

( 3)  関係行政機関又は静岡県の職員 

( 4)  市民 

( 委員の任期)  

第４ 条 委員の任期は、 2年と する 。 ただし 、 補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間と す

る 。  

2 委員は、 再任さ れる こ と ができ る 。  

( 臨時委員及び専門委員)  

第５ 条 審議会に、 特別の事項を調査審議さ せる ため必要がある と き は、 臨時委員若干人

を置く こ と ができ る 。  

2 審議会に、専門の事項を調査さ せる ため必要がある と き は、専門委員若干人を置く こ と

ができ る 。  

3 臨時委員及び専門委員は、 市長が委嘱する 。  

4 臨時委員の任期は当該特別の事項に関する 調査審議が終了し たと き ま でと し 、専門委員

の任期は当該専門の事項に関する 調査が終了し たと き ま でと する 。  

( 会長)  

第６ 条 審議会に会長を置く 。  

2 会長は、第3条第1号に掲げる 者につき 委嘱さ れた委員のう ちから 、委員の選挙によ って

こ れを定める 。  

3 会長は、 会務を総理し 、 審議会を代表する 。  

4 会長は、 審議会の会議の議長と なる 。  

5 会長に事故がある と き 、 又は会長が欠けたと き は、 あら かじ めその指名する 委員が、 そ

の職務を代理する 。  
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( 会議)  

第７ 条 審議会の会議は、 会長が招集する 。  

2 審議会は、委員及び議事に関係のある 臨時委員の半数以上が出席し なければ、会議を開

く こ と ができ ない。  

3 審議会の議事は、 出席し た委員及び議事に関係のある 臨時委員の過半数をも って決し 、

可否同数のと き は、 会長の決する と こ ろによ る 。  

( 庶務)  

第８ 条 審議会の庶務は、 都市局において処理する 。  

( 委任)  

第９ 条 こ の条例に定める も ののほか、 審議会の運営に関し 必要な事項は、 会長が審議会

に諮って定める 。  

 

附 則 

( 施行期日)  

1 こ の条例は、 平成15年4月1日から 施行する 。  

( 蒲原町の編入に伴う 委員の定数等の特例)  

2 第2条本文の規定にかかわら ず、蒲原町の編入の日( 以下こ の項及び次項において「 編入

日」 と いう 。 ) から 編入日において現に在任する 委員の任期満了の日ま での間は、 同条中

「 20人以内」 と ある のは、「 21人以内」 と する 。  

3 第4条第1項本文の規定にかかわら ず、編入日以後最初に委嘱さ れる 委員の任期は、編入

日において現に在任する 委員の任期満了の日ま での間と する 。  

 

附 則( 平成16年12月22日条例第98号)  

こ の条例は、 平成17年4月1日から 施行する 。  

 

附 則( 平成16年12月22日条例第119号)  

こ の条例は、 平成17年4月1日から 施行する 。  

 

附 則( 平成17年12月15日条例第228号)  

こ の条例は、 平成18年3月31日から 施行する 。  

 

2



3

最



4


